
１　パート・アルバイト労働相談

　｢職場の嫌がらせ｣（25年度1,332項目→26年度1,512項目)、｢賃金不払｣（25年度

　1,811項目→26年度1,274項目）となっている。（第５表）

第１表　年度別・パート・アルバイト労働相談件数　 上段：全体の労働相談件数

下段：パート・アルバイト労働相談件数

　就業構造の変化・雇用形態の多様化が一段と進み、非正規労働者の割合が増加して
いる中、パート労働者の占める割合は依然として高い。
　パート労働者の勤続年数の長期化や就業意識の変化から、既に企業においては、
パート労働者を基幹的な戦力として活用しているケースも見受けられる。このような
中、正規雇用と非正規雇用の処遇、特に賃金格差が問題となり、「短時間労働者の雇
用管理の改善等に関する法律（パート労働法）」は大きく改正され、平成20年４月よ
り施行された。さらに、パートタイム労働者の均等・均衡待遇を強化する改正法が平
成27年４月１日から施行されたところである。
　しかし、その一方で、労働相談情報センターの労働相談では、法知識の理解不足、
適正な雇用管理及び担当業務に相応しい処遇がなされていないこと等に関するトラブ
ルも目立っている。
　「パート・アルバイト」と呼ばれても、勤務時間の長さや裁量の範囲、職責等、現
実には正社員と何ら変わるところがない場合も多い。

　福祉」など、対人サービスを中心とする分野からの相談が上位を占める。（第４表）

　<平成26年度のパート・アルバイト労働相談の傾向>

　が多い。（第２表）

(3) 産業別では、｢サービス業（他に分類されないもの）｣「卸売業、小売業」「医療・

(2) 男女別では、男性3,131件（39.0％）、女性4,895件（61.0％）と女性からの相談

(4) 相談内容では、｢退職｣（25年度1,643項目→26年度1,701項目）が最も多く、以下
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　減少した。（第１表）

(1) パート・アルバイトに関する労働相談は8,026件で、25年度より974件（△10.8％）

［14.7］

【パート・アルバイト関連の職場トラブルの特徴】

平成24年度 平成25年度 平成26年度年　度 平成21年度

（　）は対前年度比（％）　［　］は構成比（％）
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第２表　男女別／労使別・パート・アルバイト労働相談件数　上段：全体の労働相談件数

下段：パート・アルバイト労働相談件数

［　］は構成比（％）　

第３表　規模別・パート・アルバイト労働相談件数　 上段：全体の労働相談件数

下段：パート・アルバイト労働相談件数

第４表　産業別・パート・アルバイト労働相談件数　 上段：全体の労働相談件数

下段：パート・アルバイト労働相談件数

［　］は構成比（％）
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※項目ごとに四捨五入を行ったため、合計と一致しない場合がある（以下同様）。
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第５表　パート・アルバイト労働相談の内容項目　
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【事例２】　一方的な契約解除と特別休暇

センターは、相談者に解雇法理について説明したところ、相談者は、自ら会社に解
雇予告手当などの請求を行った。しかし、労使とも労働法令の知識が十分でないこと
もあり、労使間のやり取りも次第に感情的となって自主解決が困難となったため、セ
ンターが調整に入ることとなった。

センターは、会社から事情聴取を行った。会社は、相談者の業務能力が低く、求め
る水準に達しなかったことや、ウェブ上で社内情報を拡散したため、退職を勧めたこ
とを述べるにとどまった。

センターは、会社に対し、解雇法理や退職勧奨について説明した上で調整を行っ
た。調整の結果、会社は、相談者を退職扱いとした上で、解雇予告手当相当分の金銭
補償を行うこととし、相談者もこれを了承した。

　相談者は、飲食店で勤務する６か月契約のパート従業員。数回、契約更新をされて
いたところ、相談者は、現行契約の期間満了１か月前に店長から、次回の契約更新は
しないことを告げられた。その数日後、相談者は、店長から「今日が最終出勤日とな
る。明日からは公休扱いで無給となる。」と言われた。このため、相談者は、来所に
至った。

相談者からは、上司から基本行動がなっていないとして注意を受けていたこと、辞
めることとなったとしても、契約残期間の賃金は補償して欲しいとの話を受けた。

センターは、会社から事情聴取を行った。会社は、「相談者は、遅刻が多い上、業
務指示にも従わない。改善を促したが改まらなかったため、退職してもらう予定で公
休扱いとした。」と述べた。

センターは、会社に対し、労働契約の内容を一方的に変えることはできないこと、
契約期間中の解雇はやむを得ない事由がなければ行うことができないことを助言し
た。

調整の結果、会社は、公休扱いとした期間は特別休暇を付与するなどして、契約残
期間の賃金を補償し、相談者は、契約期間満了によって退職することで合意に達し
た。

<パート・アルバイト関連のあっせん事例>

【事例１】　労使ともに法律知識が十分でない状況での解雇通知

　相談者は、教育関連事業を行っている会社に土日のみ従事しているアルバイト。相
談者は、勤務開始２か月後に、ミスが多いことやウェブ上で職場について記載したこ
とを理由にメールで解雇通告を受けた。相談者は、ショックのあまり、しばらく具体
的な対応を起こせず、解雇通告後、３か月経過した時点で来所に至った。
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相談者は、定年退職後、元同僚が起業した会社で勤務をはじめた。相談者は、時給
1,000円、１日８時間、週５日勤務とする契約書を交わした。しかし、実際の賃金
は、１年以上にわたって時給500円で計算され、残りは後で支払うと言われた。数年
後、相談者は、仕事上の意見の対立から社長との関係が悪化し、辛くて出勤ができな
くなった。相談者は、社長に話し合いを求めたが、社長は、無断欠勤を理由に退職扱
いとした。このため、相談者は、来所に至った。

【事例３】　契約内容の相違による賃金不払い

相談者は、センターの助言を受けて、時給500円しか支払われていなかった時期の
賃金差額相当を請求したが、社長は、これに応じなかった。

このため、センターは、社長から事情聴取を行った。社長は、「契約上の時間は会
社の営業時間で、実際の労働時間は４時間、時給1,000円で支払っていたため未払い
はない。年金受給者に自由度を持たせて働いてもらうという考え方で、勤務時間の管
理はしていなかった。仮に未払いがあったとしても、その後の賃金を古い債権に充当
する合意はなく時効が成立するはず。」と述べた。これに対し、相談者は、「たまに
早く帰ることもあったが、ほとんど８時間勤務で残業もあった。」と反論した。

センターは、会社に対し、契約上の時間表記は所定労働時間ととれること、労働時
間管理は会社の責務であること、実労働時間の客観的証拠はないが、労使の主張が相
違していても和解は可能であることを説明した。すると、会社から、金銭解決の申し
出があり、センターで調整の結果、会社が、退職一時金を支払うことで、合意が成立
した。
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